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1．今後のスケジュールについて

1

①計画改訂までのスケジュール
②次回の特別委員会について
③パブリックコメントの実施について
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 令和5年1月24日（火）午前10時から 委員会室

 24日の特別委員会では、パブリックコメントの実施に向けて、
四條畷市個別施設計画【公共施設】（令和5年4月改訂版）（原案）の内容確認を行う予定です。

①計画改訂までのスケジュール

②次回の特別委員会について

 令和５年４月改訂版の策定に係るスケジュール（案）を確認します。

№ 事項
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

１ 特別委員会

２ パブリックコメント

３ 議会

４ 計画改訂

①
17

②
19

③
18

④
30

⑤
25

⑥
9

⑦
22

⑧
5

⑨12
⑩19

⑪
24

〇：延べ回数 黒字：開催日 青字：議案送付 赤字：予定

15 から 14

25

25

18

⑫
７

25

25令和4年10月改訂版 令和5年4月改訂版

 今後のスケジュールを踏まえると、15施設の実質的な議論は本日（19日）が最終日となります。
 本日（19日）は、15施設全ての方針等を決定していただきたく、ご議論をお願いします。
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 令和5年2月広報及びホームページへの掲載

 実施期間（案）

1. 実施概要

③パブリックコメントの実施

特別委員会でのご議論を踏まえて改訂内容を反映させた個別施設計画（令和5年4月改訂版）（原案）に係る
パブリックコメントの実施について、掲載する予定です。

令和5年4月臨時議会（令和5年4月25日（火）予定）において、個別施設計画（令和5年4月改訂版）を議決す
るスケジュールのもと、以下の期間をパブリックコメントの実施期間として設定いたします。

（案）令和5年2月15日（水）から3月14日（火）までの1カ月間

2. 確認事項

① 今後の整備方針等を決定できた施設については、個別施設計画（令和5年4月改訂版）（原案）にその内容を反
映させてまいりますが、複数の意見があり、整備方針等がまとまらなかった施設については、個別施設計画
（令和4年10月改訂版）の改訂には含まず、個別施設計画（令和5年4月改訂版）（原案）を取りまとめてまい
ります。

② 特別委員会の決定事項を迅速に計画へ反映させるべく、令和5年4月改訂版の改訂範囲はP.4に示す第7章（一
部）のみを予定しています。また、第7章の一部改訂に関連するその他の章の改訂や計画書全体の整合を図る
改訂等は、令和5年4月改訂版策定後に進めてまいります。

③ 1月24日の特別委員会において委員各位と個別施設計画（令和5年4月改訂版）（原案）を確認する予定ですが、
上記②前段の改訂作業を終えられないことも想定されます。この場合、パブリックコメントを開始するまでの
間において、その作業を行いますので、あらかじめご理解を賜りますようお願い申し上げます。

④ 上記③の改訂作業が完了した際は、別途、議会情報提供により、パブリックコメントの実施開始日の前日まで
に、個別施設計画（令和５年４月改訂版）（原案）を提供いたします。



4

③パブリックコメントの実施

≪参考≫個別施設計画【公共施設】（令和4年10月改訂版）の目次より

第1章～第6章、用語集及び資料編の改訂については、令和5年4月改訂版策定後に進めてまいります。

令
和
５
年
４
月
改
訂
版
に
係
る

一
部
改
訂
の
範
囲



２．令和５年４月改訂版（原案）への反映事項
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第11回 議決すべき計画に関する特別委員会（1月12日時点）



№
施
設
名

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

公共施設再編検討会の提言内容
個別施設計画（令和５年４月改訂版）【原案】

への反映事項

1

市
民
総
合
セ
ン
タ
ー

方
向
性

 市民総合センター用地、市庁舎用地、四條
畷南中学校跡地は、一定以上面積を有して
いる主要な公共施設用地であることから、
資産の質と量、配置の最適化を実現させる
ことをめざし、整備内容を継続検討してい
く。

 現在有している施設機能の配置先は、現在の立地
に配置する ことが望ましい 。

 市民ホールの規模に関しては、現状維持または大
ホールと小ホールの整備といった意見があった一
方で、現状のホールの規模は中途半端で使いづら
い、アフターコロナを見据えると大規模なホール
が求められるだろうか、といった意見があったこ
とから、更なる検討をされたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

 西部地域の中央部に配置する。
 配置・規模については継続検討する。

配
置
の

考
え
方

2

教
育
文
化
セ
ン
タ
ー

方
向
性

 非耐震施設であるため安全性を確保すると
ともに、低利用の解消を図るため、親和性
の高い施設と複合化を図る。

 多世代が交流し、 賑わいを創出できる施設を整
備していく観点から 、親和性のある機能と統合
し、四條畷南中学校跡地へ機能を移転させるとい
う複数意見があった一方で、社会教育機能を歴史
民俗資料館へ移転、市民文化及びコミュニティ機
能を市民総合センターへ移転することにより、機
能の充実性が図れるとの意見があったことから、
施設機能の配置先については、更なる検討をされ
たい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

配
置
の

考
え
方

 配置・規模については継続検討する。

3

歴
史
民
俗
資
料
館

方
向
性

 国の登録有形文化財の土蔵は、これまでと
同様に現地で適正保存する。

 現在有している施設機能の配置先は、現在の立地
に配置することが望ましい。現在の立地は、周辺
道路が狭いなど、アクセス面に課題があることか
ら、来館者を増やすため、 ＳＮＳ などを活用し
て情報発信するなどして、豊富な歴史的コンテン
ツを効果的に活用していくソフト面での取組を検
討されたい。

方
向
性

 国の登録有形文化財の土蔵は、これまでと同様
に現地で適正保存する。

 長寿命化改修や中規模改修などを実施し、維持
する.

配
置
の

考
え
方

 来館者が増えるよう、配置について継続検
討していく。

配
置
の

考
え
方

 現状配置で維持する。

4

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

方
向
性

 体育館は非耐震施設となっているものの、
利用率が高いため、短期［ 前期 ］ に耐震
化を図り、現状機能を維持する。

 旧校舎部分は、非耐震施設であるため安全
性を確保するとともに、親和性の高い施設
と複合化を図る。

 国道 １７０ 号以西の地域 は公共施設が少ないこ
とから、現状配置で維持する意見、福祉機能を福
祉コミュニティーセンターに集約して拠点施設を
整備する意見、多世代が交流し、賑わいを創出で
きる 施設を整備していく観点から 、親和性のあ
る機能を統合して、四條畷南中学校跡地へ機能を
移転させる意見があったことから、施設機能の配
置先については、 更なる検討をされたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

 体育館は耐震化を図り、今後も維持する。
多目的室の機能は、くすのき小学校 へ移転
させる。体育館及び多目的室以外 の配置・
規模については、継続検討する。

 国道170 号以西地域におけるボール遊 び
ができる公園を整備する。

配
置
の

考
え
方

6

 令和５年４月改訂版（原案）への反映事項
黒字：令和4年10月改訂版から変更無し
赤字：第11回特別委員会での決定事項
青字：第11回特別委員会での方向性を踏まえた案文



№
施
設
名

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

公共施設再編検討会の提言内容
個別施設計画（令和５年４月改訂版）【原案】

への反映事項

5

忍
ヶ
丘
あ
お
ぞ
ら
こ
ど
も
園

方
向
性

 年少人口減少に伴う保育需要の減少
により、約２０年後には岡部保育所
を廃止することを視野にいれている
が、公立園は１園残すため、当園は
維持する。

 市の中心部や駅前に配置する意見、子育てのニーズが高
まる地域を予測して配置する意見があったことから、施
設機能の配置先については、更なる検討をされたい。

方
向
性

 年少人口減少に伴う保育需要の減少により、約
２０年後には岡部保育所を廃止することを視野
にいれているが、公立園は１園残すため、当園
は維持する。

 老朽化が進展している園舎等を早期に建替整備
する。

 早期の建替整備に支障等が生じる場合は、その
対応策を速やかに講じていく。

配
置
の

考
え
方

 将来的に公立園が１園になることを
見越し、各地域からの通園を踏まえ、
西部 地域 の中央部に配置する。

配
置
の

考
え
方

 現敷地を基本とする。

6

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
楠
風
荘

方
向
性

 非耐震施設であるため安全性を確保
するとともに、利用の活性化を図る
ため、親和性の高い施設と複合化を
図る。

 現状配置で維持しつつ、災害時における機能分散の観点
から機能の一部を市民活動センター敷地に移転させる意
見、多世代が交流し、賑わいを創出できる施設を整備し
ていく観点から四條畷南中学校跡地へ機能を移転させる
意見、現状配置以外の場所に配置という意見があったこ
とから、施設機能の配置先については、更なる検討をさ
れたい。

 高齢者が中心に利用する施設のため、交通アクセスに充
分配慮されたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

配
置
の

考
え
方

 配置・規模については継続検討する。

7

保
健
セ
ン
タ
ー

方
向
性

 行政サービスの利便性の向上を図る
ため、市役所本庁舎と複合化を図る。

 市庁舎機能と統合することよる利便性向上の観点から 市
庁舎に機能移転させる複数意見や 、現状配置で維持との
意見があったことから、施設機能の配置先については、
更なる検討をされたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

 西部地域の中央部に配置する。 配
置
の

考
え
方

8

四

條

畷

市

シ

ル

バ

ー

人

材

セ

ン

タ

ー

方
向
性

 現在は非耐震施設となっているため、
安全を確保する観点から他施設に移
転させる。

 多世代が交流し、賑わいを創出できる施設を整備してい
く観点から四條畷南中学校跡地へ機能を移転させる複数
意見や 、福祉機能を福祉コミュニティーセンターに集約
して拠点施設を整備する意見があったことから、施設機
能の配置先については、更なる検討をされたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

配
置
の

考
え
方

 配置・規模については継続検討する。

 令和５年４月改訂版（原案）への反映事項

7

黒字：令和4年10月改訂版から変更無し
赤字：第11回特別委員会での決定事項
青字：第11回特別委員会での方向性を踏まえた案文



№
施
設
名

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

公共施設再編検討会の提言内容
個別施設計画（令和５年４月改訂版）【原案】

への反映事項

9

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

方
向
性

 非耐震施設であるため安全性を確保
するとともに、 低利用の解消を図
るため、親和性の高い施設と複合化
を図る。

 多世代が交流し、賑わいを創出できる 施設を整備してい
く観点から四條畷南中学校跡地へ機能を移転させる複数
意見や 、福祉機能を当該敷地に集約して拠点施設を整備
するため現状維持との意見があったことから、施設機能
の配置先については、更なる検討をされたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

 配置・規模については継続検討する。

配
置
の

考
え
方

10
市
庁
舎

方
向
性

 市民総合センター用地、市庁舎用地、
四條畷南中学校跡地は、一定以上の
面積を有している主要な公共施設用
地であることから、資産の質と量、
配置の最適化を実現させることをめ
ざし、整備内容を継続検討していく。

 現在有している施設機能の配置先は、現在の立地に配置
する ことが望ましい 。

 市庁舎敷地の再整備にあたっては、現状で不足している
駐車場や公園を確保するため高層化する意見や、再編整
備の着手は市庁舎から行っていくなどの意見があったこ
とから、全体再編を俯瞰して、検討されたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

 行政サービスの中核をなす施設につ
き、西部地域の中央部に配置するが、
配置・規模については継続検討とす
る。

配
置
の

考
え
方

11

グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
田
原

方
向
性

 他の施設の行政機能（一部を含む）
を移転させることの検討を行う 。

 ＪＲ四条畷駅及び ＪＲ 忍ケ丘駅 前
の利活用と同様に、子育て支援など
の魅力あるまちづくりに向けた取組
の検討を行う。

 個別施設計画に現状維持と示されていることから、ソフ
ト面の取組として、情報インフラの整備を含め、スマー
トシティなどの先進的な取組み進展させていく意見、若
い世代が集まれるようなジム等の機能整備の意見、災害
発生時の市役所サブ機能を担っていく意見などあったこ
とから 、全体再編を俯瞰して、更なる検討をされたい。

方
向
性

 スマートシティの推進や東部地域活性化の取組
状況等を踏まえつつ、東部地域における拠点施
設の充実に向けて検討していく。

 東部の中心に位置する東部商業拠点において、
魅力ある商業拠点の形成や行政サービスの充実
が公民連携により図れる場合は、新たな展開を
検討していく。

配
置
の

考
え
方

 現在配置で維持する。
配
置
の

考
え
方

 現在配置で維持する。

8

 令和５年４月改訂版（原案）への反映事項
黒字：令和4年10月改訂版から変更無し
赤字：第11回特別委員会での決定事項
青字：第11回特別委員会での方向性を踏まえた案文



№
施
設
名

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

公共施設再編検討会の提言内容
個別施設計画（令和５年４月改訂版）【原案】

への反映事項

12

四
條
畷
南
中
学
校
跡
地

方
向
性

 ＪＲ片町線以東、国道１６３号以南
の地域の防災機能を確保するため、
当該跡地を活用し、避難所の確保
を図る 。

 新たな避難所機能を有する施設を整
備するまでの間、既存校舎において、
避難所機能の充実を図る。

 ボール遊びができる公園を整備する。

 これまで学校施設が担ってきた災害発生時の避難所機能
は周辺地域の実情を踏まえ維持していくとともに、校舎
棟については、費用対効果を検証のうえ、利活用を検討
されたい。

 当該敷地に集約する機能は、教育文化センター、四條畷
市シルバー人材センター及び福祉コミュニティーセン
ターを集約する複数意見や 、これに市民活動センター及
び老人福祉センター楠風荘を加える意見があったことか
ら、集約する機能については、更なる検討をされたい。

方
向
性

配
置
の

考
え
方

配
置
の

考
え
方

 既存校舎も含めた跡地の利活用につ
いては継続検討する。

 体育館を新築整備し、当該跡地の体
育館機能と四條畷東小学校の体育館
機能を集約させる。

13

四
条
畷
駅
前
タ
イ
ム
ズ
①

利
活
用
方
針

 子育てや社会教育施策などの行政
サービスを行えるよう、検討してい
く。ただし、事業着手までは民間に
貸付を行う。

 駅前という特性から、民間活用、公園・広場、高齢福
祉・子育て支援施設の整備など、幅広い活用が可能なこ
とから、全体再編を進めるうえで、最適な活用方策を検
討されたい。

利
活
用
方
針

 今後の利活用の検討については、短期［後期］に
おいて検討することとし、それまでの間は現状の
利活用を継続していくものとする。
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忍
ケ
丘
駅
前
タ
イ
ム
ズ

利
活
用
方
針

 子育てや社会教育施策などの行政
サービスを行えるよう、検討してい
く。ただし、事業着手までは民間に
貸付を行う。

 駅前という特性から、民間活用、公園・広場、高齢福
祉・子育て支援施設の整備など、幅広く活用していく意
見があった一方で 、現状の機能を維持していく意見も
あったことから、全体再編を進めるうえで、最適な活用
方策を検討されたい。

利
活
用
方
針

 今後の利活用の検討については、短期［後期］に
おいて検討することとし、それまでの間は現状の
利活用を継続していくものとする。
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四
條
畷
西
中
学
校
サ

ブ

グ

ラ

ウ

ン

ド

利
活
用
方
針

 今後の利活用の検討については、短
期［前期 ］ において検討すること
とし、それまでの間は、現状の利活
用を継続していくものとする。

 民間活用、公園・広場、スポーツ関係施設など、幅広く
活用していく意見があった一方で 、現状の機能を維持し
ていく意見もあったことから、全体再編を進めるうえで、
最適な活用方策を検討されたい。

利
活
用
方
針

9

 令和５年４月改訂版（原案）への反映事項
黒字：令和4年10月改訂版から変更無し
赤字：第11回特別委員会での決定事項
青字：第11回特別委員会での方向性を踏まえた案文



３．令和５年４月改訂版（たたき台）

10

議論が必要な施設 ① 四條畷南中学校跡地
②『他の施設へ集約化/複合化していく施設』
③『施設機能の集約場所』
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 15施設の検討にあたり、再編整備に着手していく起点の施設は、四條畷南中学校跡地の体育館整備で
あり、防災拠点施設（地域防災センター）の整備も視野に検討を行います。

議論が必要な施設 ① 四條畷南中学校跡地

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



※１ 四條畷南中学校跡地と四條畷東小学校跡地の体育館を集約し、四條畷南中学校跡地に避難所機能を有した新たな体育館を整備。

※２ 備蓄倉庫や資機材庫等の機能を備え、平時に自主防災組織等の訓練・研修等が行える防災拠点機能を整備。

※３ 地区計画とは、まちづくりの方針や目標、道路・広場などの公共的施設（地区施設）、建築物等の用途、規模、形態などの制限をきめ細かく定めるもので、手続きの期間としては、

事前協議から約2年程度必要です。

※４ ３つの緩和手法（用途地域、地区計画、特別用途地区）を検討したうえで、これらの手法で進めていくことが難しい場合にかぎり、建築基準法第48条第1項から第14項の各項ただ

し書により、用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合や公益上やむを得ないと認められる場合等に限り、公聴会の開催、建築審査会の同意を得た上で許可

を受けるもので、手続きの期間としては、事前協議から約1年程度必要です。また、許可を受けた内容を変更する場合は、その都度の申請が必要となります。 12

跡地整備に係る法規制及び財源措置等

大阪府への相談事項

各種関係計画等との整合性都市計画法、建築基準法 財源措置

用途規制
用途規制の
緩和手法

緊防債
公適債

（集約化・複合化事業）

体育館※１

現在の用途地
域（第一種中
高層住居専用
地域）では、
建築すること
が困難である。

用途制限を緩和す
る以下の手法があ
る。

 用途地域の変更

 地区計画を策定
し条例で緩和※３

 特別用途地区を
指定し条例で緩
和

 建築基準法第48
条ただし書き許
可※４

施設全体を防災拠点施
設に位置付けた場合は
起債可能。 原則、普通財産は集約事

業の対象とならない。
※ただし過去の事例を確
認したところ、質疑応答
集の解釈を用いることで、
行政財産と普通財産を集
約化する場合、全体を共
有部分と解釈し、面積按
分した行政財産部分につ
いては起債が可能とも解
釈できる。

 公共施設等総合管理計画（平成28年12月策定）
☑ 世代間のコミュニティが繋がる

魅力あるまちづくり
☑ 災害に強い住みよいまちづくり

 学校再編整備計画（平成30年11月策定）
☐ 防災拠点となるコミュニティ施設等の設置

 緊急要望書（令和元年7月）
☑ 新たな避難所機能を有した施設の設置
☐ 地域の防災機能強化

 公共施設再編検討会報告書（令和4年2月）
☐ 跡地に集約する施設機能
☐ 新たな施設機能の検討

体育館
＋

防災拠点機能※2

施設全体を防災拠点施
設に位置付けた場合は
起債可能。
※ただし、複合施設と
して整備する場合には、
防災拠点施設に係る部
分とその他の部分を区
分した上で、防災拠点
施設に係る部分のみが
対象となる。

 公共施設等総合管理計画（平成28年12月策定）
☑ 世代間のコミュニティが繋がる

魅力あるまちづくり
☑ 災害に強い住みよいまちづくり

 学校再編整備計画（平成30年11月策定）
☑ 防災拠点となるコミュニティ施設等の設置

 緊急要望書（令和元年7月）
☑ 新たな避難所機能を有した施設の設置
☑ 地域の防災機能強化

 公共施設再編検討会報告書（令和4年2月）
☑ 跡地に集約する施設機能
☑ 新たな施設機能の検討

検討案

事項

 調査・研究事項としていた当該跡地の『法規制』と『財源措置』について、大阪府へ相談した内容をもとに、整理いたしました。

下線は、大阪府から助言のあった
手法で、建築基準法第48条ただし
書き許可で進めていくより、地区
計画での緩和が馴染むのではない
かとの助言がありました。
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1. 仮設建築物の安全性確認

 大阪府への相談事項を踏まえた、本市の見解は以下のとおりです。

都市計画法
建築基準法

・学校用途以外の体育館は、現在の用途規制においては、体育館の整備は困難であります。そのため、この用
途規制を緩和していくため、地区計画の策定又は法第48条ただし書き許可による規制緩和の手続きを進めてま
いります。
・規制緩和に係る手法の選択については、特別委員会でのご議論を踏まえつつ、大阪府等への相談を通じ、最
適な手法を検討してまいります。

緊急防災・減災
事業債

公共施設等適正
管理推進事業債

・体育館の整備又は防災拠点機能の整備に関して、防災拠点施設の設置に関する条例を制定し、位置付けする
ことで、緊急防災・減災事業債を活用していくことは可能です。
・緊急防災・減災事業債の活用が困難であった場合は、当該跡地の財産区分を行政財産に異動させ、公共施設
等適正管理推進事業債を活用してまいります。
・上記の起債に限らず、より有利な財源措置を活用できる場合は、それらも視野に最適な財政措置を検討して
まいります。

 旧校舎を仮設建築物として利用する場合についても法規制がありますので、これに関してご説明いたします。

跡地整備に係る法規制及び財源措置等（本市の見解）

跡地整備に係る法規制②（旧校舎を仮設建築物※として利用する場合）

 旧校舎を仮設建築物として利用するには、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁に認められた場合
に限られます。（建築基準法第87条の3第6項）

 上記に係る許可の判断にあたっては、詳細を把握する必要があることから、特定行政庁へ図面等の提出が必要と
なります。

 安全性等が十分でない判断された場合は、別途、改修工事等が必要となる場合があります。

2. 仮設建築物と認められない場合

 仮設建築物の規模が大きすぎるなど、周辺の住環境を阻害するおそれがあると判断された場合は、建築基準法第
87条の3第6項の許可を認められないことがあります。

 許可が認められない場合は、用途規制を緩和する手法により進めていく必要があります。

※この資料では、『建築物の工事を施工するにあたり、工事期間中に限り、従前の建築物に代えて使用する建築物のこと』を『仮設建
築物』と表現しています。
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 『議論が必要な施設 ① 四條畷南中学校跡地』の整備方針を決定した後は、②『他の施設へ集約化
/複合化していく施設』について、ご議論をお願いします。

 四條畷南中学校跡地へ集約・複合化する施設があった場合 、該当する施設を除いてください。
 『他の施設へ集約化/複合化していく施設』の集約場所（案）については、P.15~P.20に掲載の新旧

対照表をご確認ください。
 『他の施設へ集約化/複合化していく施設』全体でのご議論をお願いします。

議論が必要な施設 ②『他の施設へ集約化/複合化していく施設』

№ 他の施設へ集約化/複合化していく施設

2 教育文化センター

4 市民活動センター

6 老人福祉センター楠風荘

7 保健センター

8 四條畷市シルバー人材センター

9 福祉コミュニティーセンター

№ 施設機能の集約場所

1 市民総合センター

10 市庁舎

12 四條畷南中学校跡地

15 四條畷西中学校サブグラウンド



1. 教育文化センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、低利用の解消を図るため、親和性の高い施設

と複合化を図る。 

配置の考え方 

案１ 現市民総合センター用地に配置する。 

案２ 現市庁舎用地に配置する。 

案３ 四條畷南中学校跡地に配置する。 

   

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1974 48 1,557.22㎡ 743.29㎡ 7台 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・市民文化の振興に寄与し、社会教育活動の向上を図るため、社会教育

及び生涯学習など文化活動を行う目的により設置した施設で、指定管理

者制度により運営している。 

・現施設は非耐震となっており、設備等を含め、施設の老朽化が進んで

いる。 

・平成 29 年度から令和 3 年度までの施設全体の利用率は以下のとおり

となっており、利用の促進を図っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

ホ

ー

ル

会

議

室

１

会

議

室

２

和

室

平

均

平成29年度 66.9% 36.5% 31.2% 38.8% 43.4%

平成30年度 64.9% 44.3% 35.4% 38.8% 45.8%

令和元年度 67.4% 39.0% 32.5% 39.0% 44.5%

令和2年度 56.6% 30.2% 19.4% 29.3% 33.9%

令和3年度 55.9% 26.1% 18.2% 25.9% 31.5%

（注） 令和元年度から令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策

のため、一定期間の臨時休館又は開館時間の短縮を行いました。

年度

諸

室

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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教育文化センター

1. 教育文化センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、低利用の解消を図るため、親和性の高い施設

と複合化を図る。 

配置の考え方 配置・規模については、継続検討する。 

   

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９７４ ４５ １，５５７．２２㎡ ７４３．２９㎡ 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・市民文化の振興に寄与し、社会教育活動の向上を図るため、社会教育

及び生涯学習など文化活動を行う目的により設置した施設で、指定管理

者制度により運営している。 

・平成２９年度の施設全体の利用率は約４３％となっており、利用の促

進を図る必要がある。 

・現施設は非耐震となっており、設備等を含め、施設の老朽化が進んで

いる。 

配置の考え方を反映予定

他の施設へ集約化/複合化していく施設
時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



1. 市民活動センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

・体育館は利用率が高いため、現状機能を維持する。 

・旧校舎部分は、非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、親和性の高い施設と複合化を図る。 

配置の考え方 

・体育館は、現在配置で維持する。 

・多目的室の機能は、くすのき小学校へ移転させる。 

・体育館及び多目的室以外の機能は、 

案１ 現市庁舎用地に配置する。 

案２ 四條畷南中学校跡地に配置する。 

・体育館及び多目的室以外の機能のうち、物置で利用しているも

のは、今後の公共施設再編により生じた余剰施設等を活用して

いく。 

・国道 170 号以西地域におけるボール遊びができる公園を整備

する。 

③更新等の時期 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1978 44 7,240.00㎡ 5,550.55㎡ 10台 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・自主的な生涯学習活動及びコミュニティ活動の場を提供するため、旧北出小学

校の施設を活用し、設置している。 

・旧校舎は非耐震となっており、設備等を含め、施設の老朽化が進んでいる。 

・体育館については、令和４年度に耐震補強等工事を実施した。 

・平成 29 年度から令和 3 年度までの施設全体の利用率は以下のとおりとなって

おり、比較的高い利用率となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

体

育

館

多

目

的

室

１

多

目

的

室

２

平

均

平成29年度 80.8% 63.6% 71.4% 71.9%

平成30年度 87.1% 74.3% 71.0% 77.5%

令和元年度 77.4% 64.1% 64.9% 68.8%

令和2年度 80.7% 55.1% 52.8% 62.9%

令和3年度 81.9% 61.5% 58.2% 67.2%

（注） 令和元年度から令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策

のため、一定期間の臨時休館又は開館時間の短縮を行いました。

年度

諸

室

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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市民活動センター

1. 市民活動センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

・体育館は非耐震施設となっているものの、利

用率が高いため、短期［前期］に耐震化を図

り、現状機能を維持する。 

・旧校舎部分は、非耐震施設であるため安全性を

確保するとともに、親和性の高い施設と複合化を

図る。 

配置の考え方 

・体育館は耐震化を図り、今後も維持する。 

・多目的室の機能は、くすのき小学校へ移転させ

る。 

・体育館及び多目的室以外の配置・規模について

は、継続検討する。 

・国道 170 号以西地域におけるボール遊びがで

きる公園を整備する。 

 

③更新等の時期 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９７８ ４１ ７，２４０．００㎡ ５，５５０．５５㎡ 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・自主的な生涯学習活動及びコミュニティ活動の場を提供するため、旧

北出小学校の施設を活用し、設置している。 

・平成２９年度の施設全体の利用率は約７２％となっており、比較的高

い利用率となっている。 

・現施設は非耐震となっており、設備等を含め、施設の老朽化が進んで

いる。 

配置の考え方を反映予定

他の施設へ集約化/複合化していく施設
時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



1. 老人福祉センター楠風荘  

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、利用の活性化を図るため、親和性の高い施設と

複合化を図る。 

配置の考え方 

案１ 現市民総合センター用地に配置する。 

案２ 現市庁舎用地に配置する。 

案３ 四條畷南中学校跡地に配置する。 

案４ 現四條畷西中学校サブグラウンドに配置す 

る。 

 

③更新等の時期 

 

建 築 年 度  経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1975 47 1,395.75㎡ 794.33㎡ 7台 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・高齢者の心身の健康を保持し、健全で安らかな生活を送ることを目的に

設置した施設で、指定管理者制度により運営している。 

・ 平成 29年度から令和 3年度までの年間延べ利用者数は以下のとおりと

なっている。 

 

 

 

 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

29,901人 29,789人 27,005人 9,434人 12,247人

（注）

利用者

令和元年度から令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策

のため、一定期間の臨時休館又は開館時間の短縮を行いました。

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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老人福祉センター楠風荘

（１）保健・福祉施設 

 

1. 老人福祉センター楠風荘  

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

②整備方針 

方向性 

非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、利用の活性化を図るため、親和性の高い施設と

複合化を図る。 

配置の考え方 配置・規模については継続検討する。 

 

③更新等の時期 

 

 

 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９７５ ４４ １，３９５．７５㎡ ７９４．３３㎡ 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・高齢者の心身の健康を保持し、健全で安らかな生活を送ることを目的に

設置した施設で、指定管理者制度により運営している。 

・平成２９年度の年間延べ利用者数は２９，９０１人となっている。 

配置の考え方を反映予定

他の施設へ集約化/複合化していく施設
時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

建築年度

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



1. 保健センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

②整備方針 

方向性 

案１ その他の公共施設と複合化を図る。 

案２ 市庁舎をはじめ、親和性の高い施設との複 

合化を図る。 

案３ 行政サービスの利便性の向上を図るため、 

市役所と複合化を図る。 

配置の考え方 

案１´現状配置とする。 

案２´現市民総合センター用地に配置する。 

案３´現市庁舎用地に配置する。 

 

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1985 37 1,278.43㎡ 1,272.60㎡ 5台 

  設置目的・利用/老朽化等の状況 

・各種がん検診、乳幼児健診など市民の健康保持増進を目的に設置してい

る。 

・乳幼児健診やがん検診の実施日において、市民総合センターの駐車場を

30台程度使用している。 

・がん検診では、1 年度に 10 日程度、検診バスを 2 台から 4 台配置して

いる。 

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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保健センター

配置の考え方を反映予定

 

1. 保健センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

②整備方針 

方向性 
行政サービスの利便性の向上を図るため、市役所

本庁舎と複合化を図る。 

配置の考え方 西部地域の中央部に配置する。 

 

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９８５ ３４ １，２７８．４３㎡ １，２７２．６０㎡ 

  設置目的・利用/老朽化等の状況 

各種がん検診、乳幼児健診など市民の健康保持増進を目的に設置してい

る。 

他の施設へ集約化/複合化していく施設
時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



1. 四條畷市シルバー人材センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

②整備方針 

方向性 
現施設は非耐震施設となっているため、安全を確

保する観点から他施設に移転させる。 

配置の考え方 

案１ 現市庁舎用地に配置する。 

案２ 四條畷南中学校跡地に配置する。 

案３ 四條畷西中学校サブグラウンドに配置す 

る。 

 

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1969 53 1,335.55㎡ 768.05㎡ 16台 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・高齢者の臨時的かつ短期的な就業等の機会を確保し、提供する事業を行

う公益社団法人として運営している。 

・本市の旧学校給食センターを施設改修し、事業を行っている。 

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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四條畷市シルバー人材センター

配置の考え方を反映予定

1. 四條畷市シルバー人材センター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

②整備方針 

方向性 
現施設は非耐震施設となっているため、安全を確

保する観点から他施設に移転させる。 

配置の考え方 配置については継続検討とする。 

 

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９６９ ５０ １，３３５．５５㎡ ７６８．０５㎡ 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・高齢者の臨時的かつ短期的な就業等の機会を確保し、提供する事業を行

う公益社団法人として運営している。 

・本市の旧学校給食センターを施設改修し、事業を行っている。 

他の施設へ集約化/複合化していく施設
時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針

1. 福祉コミュニティーセンター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、低利用の解消を図るため、親和性の高い施設

と複合化を図る。 

配置の考え方 

案１ 四條畷南中学校跡地に配置する。 

案２ 四條畷西中学校サブグラウンドに配置す 

る。 

案３ おもちゃライブラリーが使用している貸 

部屋は、四條畷西中学校サブグラウンドに 

配置する。  

 

③更新等の時期 

 

建 築 年 度  経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1975 47 647.00㎡ 765.60㎡ 5台 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・高齢者、障がい者、児童等の社会参加を促進するとともに、ボランテ

ィア活動の育成を図ることなどを目的に設置している施設で、指定管理

者制度で運営している。 

・現施設は非耐震となっており、駐車場も狭い。 

・平成 29 年度から令和 3 年度までの施設全体の利用率は非常に低く、

利用の促進を図る必要がある。 
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平

均

平成29年度 33.8% 20.6% 29.6% 26.1% 20.3% 14.6% 24.2%

平成30年度 33.2% 19.2% 36.2% 26.9% 19.2% 14.7% 24.9%

令和元年度 31.4% 22.6% 33.6% 33.1% 18.4% 13.6% 25.5%

令和2年度 26.5% 13.1% 24.8% 38.1% 15.8% 14.4% 22.1%

令和3年度 25.0% 10.6% 37.4% 31.9% 13.8% 12.4% 21.9%

（注） 令和元年度から令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策

のため、一定期間の臨時休館又は開館時間の短縮を行いました。

諸

室

年度
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福祉コミュニティーセンター他の施設へ集約化/複合化していく施設

配置の考え方を反映予定

1. 福祉コミュニティーセンター 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

非耐震施設であるため安全性を確保するととも

に、低利用の解消を図るため、親和性の高い施設

と複合化を図る。 

配置の考え方 配置・規模については継続検討する。 

 

③更新等の時期 

 

 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９７５ ４４ ６４７．００㎡ ７６５．６０㎡ 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・高齢者、障がい者、児童等の社会参加を促進するとともに、ボランテ

ィア活動の育成を図ることなどを目的に設置している施設で、指定管理

者制度で運営している。 

・現施設は非耐震となっており、駐車場も狭いことから、平成２９年度

の施設全体の利用率は約２４％と非常に低く、利用の促進を図る必要が

ある。 

時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

建築年度

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）
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 ②『他の施設へ集約化/複合化していく施設』の整備方針等を決定した後は、『施設機能の集約場
所』を一定程度、整理できているものと見込まれます。

 市民総合センター、市庁舎、四條畷西中学校サブグラウンドの3施設に関して、別途、整備方針等の
議論が必要な場合は、引き続きご議論をお願いします。

議論が必要な施設 ③『施設機能の集約場所』

№ 施設機能の集約場所

1 市民総合センター

10 市庁舎

12 四條畷南中学校跡地

15 四條畷西中学校サブグラウンド

№ 他の施設へ集約化/複合化していく施設

2 教育文化センター

4 市民活動センター

6 老人福祉センター楠風荘

7 保健センター

8 四條畷市シルバー人材センター

9 福祉コミュニティーセンター



1. 市民総合センター     

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

・市民総合センター用地、市庁舎用地、四條畷南

中学校跡地は、一定以上面積を有している主要な

公共施設用地であることから、資産の質と量、配

置の最適化を実現させることをめざし、整備内容

を継続検討していく。 

配置の考え方 
西部地域の中央部に配置する。 

配置・規模については継続検討する。 

  ③更新等の時期 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1981 41 8,672.33㎡ 5,011.13㎡ 77台 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・市民の福祉増進と文化教養の向上に寄与するため、社会教育及び生涯

学習など文化活動の拠点として設置した施設で、指定管理制度により運

営している。 

・現施設は設備等を含め、老朽化が進んでいる。 

・ 平成 29年度から令和 3年度までの施設全体の利用率は以下のとおり

となっており、利用の促進を図っていく必要がある。 
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平成29年度 26.9% 72.4% 18.7% 20.6% 66.2% 45.4% 37.0% 42.7% 33.9% 45.1% 57.6% 38.4% 19.0% 40.3%

平成30年度 30.0% 69.3% 20.0% 19.9% 65.8% 61.8% 36.3% 42.0% 33.6% 45.1% 58.3% 30.0% 16.2% 40.6%

令和元年度 29.8% 64.4% 22.2% 18.2% 55.0% 61.8% 37.0% 42.3% 33.5% 44.2% 55.7% 27.2% 16.6% 39.1%

令和2年度 18.8% 46.7% 6.5% 4.4% 31.8% 48.4% 22.6% 23.2% 13.3% 41.1% 42.7% 26.0% 0.0% 25.0%

令和3年度 22.7% 62.1% 11.8% 13.6% 38.9% 52.0% 23.9% 26.1% 18.3% 36.8% 39.4% 23.5% 0.0% 28.4%

（注） 令和元年度から令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、一定期間の臨時休館又は開館

時間の短縮を行いました。

年度

諸

室

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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市民総合センター施設機能の集約場所

1. 市民総合センター     

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

  

 

   

   

 

②整備方針 

方向性 

・市民総合センター用地、市庁舎用地、四條畷南

中学校跡地は、一定以上面積を有している主要な

公共施設用地であることから、資産の質と量、配

置の最適化を実現させることをめざし、整備内容

を継続検討していく。 

配置の考え方 
西部地域の中央部に配置する。 

配置・規模については継続検討する。 

  ③更新等の時期 

 

 

 

建 築 年 度  経過年数 敷地面積 延床面積 

１９８１ ３８ ８，６７２．３３㎡ ５，０１１．１３㎡ 

設置目的・利用/老朽化等の状況 

・市民の福祉増進と文化教養の向上に寄与するため、社会教育及び生涯

学習など文化活動の拠点として設置した施設で、指定管理制度により運

営している。 

・平成２９年度の施設全体の利用率は約４０％となっており、利用の促

進を図る必要がある。 

・現施設は設備等を含め、老朽化が進んでいる。 

建築年度

1月19日の議論を踏まえ
て反映

時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）



1. 市庁舎 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

・市民総合センター用地、市庁舎用地、四條畷南

中学校跡地は、一定以上の面積を有している主要

な公共施設用地であることから、資産の質と量、

配置の最適化を実現させることをめざし、整備内

容を継続検討していく。 

配置の考え方 

行政サービスの中核をなす施設につき、西部地域

の中央部に配置するが、配置・規模については継

続検討とする。 

③更新等の時期 

 

 

建 築 年 度  経過年数 敷地面積 延床面積 駐車区画数 

1964 58 7,048.12㎡ 5,800.74㎡ 58 

  設置目的・利用/老朽化等の状況 

様々な行政サービスを提供する主たる事務所として設置している。 

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
整備方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
整備方針
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市庁舎施設機能の集約場所

1. 市庁舎 

 ①施設概要 

    

 

 

 

 

 

②整備方針 

方向性 

・市民総合センター用地、市庁舎用地、四條畷南

中学校跡地は、一定以上の面積を有している主要

な公共施設用地であることから、資産の質と量、

配置の最適化を実現させることをめざし、整備内

容を継続検討していく。 

配置の考え方 

行政サービスの中核をなす施設につき、西部地域

の中央部に配置するが、配置・規模については継

続検討とする。 

③更新等の時期 

 

 

建築年度 経過年数 敷地面積 延床面積 

１９６４ ５５ ７，０４８．１２㎡ ５，８００．７４㎡ 

  設置目的・利用/老朽化等の状況 

様々な行政サービスを提供する主たる事務所として設置している。 

1月19日の議論を踏まえて反映

時点修正箇所：赤字又は赤枠／特別委員会で確認した事項：緑字又は緑枠／要検討箇所：青字又は青枠

建築年度

参考：第11回（令和5年1月12日）議決すべき特別委員会 資料1より（再掲）
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52.四條畷西中学校サブグラウンド 

①利活用方針 

 

 

 

 

 

②利活用等の時期【44～52まで】 

 

 

敷地面積 利活用方針 

１，２４８．３７㎡ 今後の利活用の検討については、短期［前期］に

おいて検討することとし、それまでの間は、現状

の利活用を継続していくものとする。 

旧 新

個別施設計画（令和4年10月改訂版）
利活用方針

個別施設計画（令和5年4月改訂版）
利活用方針
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の利活用を継続していくものとする。 

1月19日の議論を踏まえて反映
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